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（４月１日付けの係長級以上の異動者と新採用者）令和６年度 揖斐川町人事異動令和６年度 揖斐川町人事異動
氏　名 新　　職 前　　職

教　育　長

香 田 静 夫 教育長 岐阜県

参　　　与

高 橋 義 弘 技術参与 （再任用）

今 枝 文 雄 総務参与 （再任用）

部　長　級

高 橋 宗 徳 住民福祉部長 住民福祉部　次長兼健康福祉課
長

小 島 　 航 産業建設部長 岐阜県

高 木 英 樹 教育部長 産業建設部　次長兼上下水道課
長

次　長　級

所 　 貴 宏 総務部　次長兼政策広報課　
デジタル推進室長

総務部　政策広報課　デジタル
推進室長

久 野 賀 弘 総務部　次長兼政策広報課　
水源地域ビジョン推進室長

総務部　政策広報課　水源地域
ビジョン推進室長

田 島 孝 二 総務部　次長兼財政課長兼土
地施設総合管理室長

総務部　財政課長兼土地施設総
合管理室長

栗 田 俊 彦 住民福祉部　次長兼健康福祉
課長 産業建設部　農林振興課長

三 輪 哲 司 産業建設部　次長兼農林振興
課　森林経営管理室長 岐阜県

高 橋 直 樹 産業建設部　次長兼商工観光
課長 産業建設部　商工観光課長

藤 原 　 弘 会計管理者 住民福祉部　次長兼子育て支援
課長

馬 淵 真 二 藤橋振興事務所長兼地域振興
課長（次長級）

藤橋振興事務所長兼地域振興課
長

野 原 幸 司 住民福祉部　健康福祉課付
（次長級）（揖斐広域連合派遣）

住民福祉部　健康福祉課付（課長
級）（揖斐広域連合派遣）

課　長　級

横 平 　 淳 住民福祉部　住民生活課長 住民福祉部　住民生活課　主幹

野 原 晶 子 住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター長

住民福祉部　健康福祉課　揖斐
川保健センター　主幹

岩 間 明 宏
住民福祉部　健康福祉課　地
域医療確保対策室　地域医療
確保対策監

（再任用）

若 原 紀 章 住民福祉部　子育て支援課長 教育委員会　社会教育課長

高　橋　富士夫 産業建設部　上下水道課長 産業建設部　上下水道課　主幹

上 田 　 憲　産業建設部　農林振興課長 坂内振興事務所長兼地域振興課
長

古 野 清 明 会計課長 産業建設部　上下水道課　主幹

松 久 秀 紀 教育委員会　社会教育課長 教育委員会　社会教育課　主幹

北 野 嘉 樹 久瀬振興事務所長兼地域振興
課長

久瀬振興事務所　地域振興課　
主幹

高 橋 良 尚 坂内振興事務所長兼地域振興
課長

坂内振興事務所　地域振興課　
主幹

河 瀬 隆 子 住民福祉部　いび幼児園　園
長（課長級）

住民福祉部　いび幼児園　園長
（主幹級）

主　幹　級

川 本 　 励 総務部　政策広報課　水源地
域ビジョン推進室　主幹

総務部　政策広報課　水源地域
ビジョン推進室　課長補佐

永 井 和 直 総務部　税務課　主幹 総務部　税務課　課長補佐

高 橋 真 紀 住民福祉部　健康福祉課　主
幹

住民福祉部　健康福祉課　課長
補佐

林 　 裕 子 住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター　主幹

住民福祉部　健康福祉課　揖斐
川保健センター　課長補佐

河 本 太 一 産業建設部　上下水道課　主
幹

産業建設部　上下水道課　課長
補佐

堀 　 篤 久瀬振興事務所　地域振興課　
主幹

坂内振興事務所　地域振興課　
課長補佐

若 原 輝 幸 住民福祉部　健康福祉課付
（主幹級）（揖斐広域連合派遣）

住民福祉部　健康福祉課付（課長
補佐級）（揖斐広域連合派遣）

徳　永　恵理奈 住民福祉部　やまと・きたが
た幼児園　園長（主幹級）

住民福祉部　おじま幼児園　園
長（主幹級）

増 田 裕 子 住民福祉部　きよみず幼児園　
園長（主幹級）

住民福祉部　やまと・きたがた
幼児園　園長（主幹級）

高 橋 一 恵 住民福祉部　おじま幼児園　
園長（主幹級）

住民福祉部　たにぐみ幼児園　
園長（主幹級）

長 尾 知 香 住民福祉部　たにぐみ幼児園　
園長（主幹級）

住民福祉部　きよみず幼児園　
園長（課長補佐級）

氏　名 新　　職 前　　職
課長補佐級

松 居 佑 樹 総務部　政策広報課　課長補
佐 議会事務局　課長補佐

細 野 朋 洋 総務部　総務課　課長補佐 総務部　総務課　係長

清 水 善 之 住民福祉部　健康福祉課　課
長補佐

産業建設部　上下水道課　課
長補佐

菅 原 昌 志 住民福祉部　子育て支援課　
課長補佐

住民福祉部　子育て支援課　
係長

浅 野 広 光 産業建設部　上下水道課　課
長補佐

産業建設部　建設課　課長補
佐

宗 宮 孝 臣 産業建設部　農林振興課　課
長補佐

健康福祉部　健康福祉課　課
長補佐

宮 腰 美 和 教育委員会　社会教育課　課
長補佐

教育委員会　社会教育課　係
長

寺 井 智 美 久瀬振興事務所　地域振興課　
課長補佐

春日振興事務所　地域振興課　
係長

若 園 直 樹 藤橋振興事務所　地域振興課　
課長補佐

藤橋振興事務所　地域振興課　
係長

今 井 克 喜 坂内振興事務所　地域振興課　
課長補佐

久瀬振興事務所　地域振興課　
課長補佐

宇佐美　みゆき
総務部　総務課付（課長補佐
級）（養基小学校養基保育所組
合派遣）

総務部　総務課付（係長級）
（養基小学校養基保育所組合
派遣）

係　長　級

細 野 佳 奈 総務部　政策広報課　係長 総務部　政策広報課　主査

髙 橋 啓 子 住民福祉部　住民生活課　係
長

谷汲振興事務所　地域振興課　
係長

深 尾 恵 美 住民福祉部　健康福祉課　係
長

住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター　係長

原 　 武 弘 住民福祉部　健康福祉課　地
域医療確保対策室　係長

産業建設部 建設課 係長 兼住
民福祉部 健康福祉課 地域医
療確保対策室 係長

藤　原　輝代子 住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター　係長 （役職定年）

田　村　美千子 住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター　係長

住民福祉部　健康福祉課　揖
斐川保健センター　主査

宮 脇 憲 輔 産業建設部　農林振興課　係
長 総務部　政策広報課　係長

小 森 陽 治 議会事務局　係長　 総務部　総務課　係長

川 本 美 和 教育委員会　社会教育課　揖
斐川図書館　係長

教育委員会　社会教育課　谷
汲サンサンホール　主査

河 本 聖 子 谷汲振興事務所　地域振興課　
係長

久瀬振興事務所　地域振興課　
主査

河 村 里 奈 春日振興事務所　地域振興課　
係長 産業建設部　建設課　係長

矢 野 幸 司 久瀬振興事務所　地域振興課　
係長 （役職定年）

今 井 る み 藤橋振興事務所　地域振興課　
係長

坂内振興事務所　地域振興課　
係長

中 島 　 恵 坂内振興事務所　地域振興課　
係長

藤橋振興事務所　地域振興課　
係長

細　野　真由美 住民福祉部　やまと・きたが
た幼児園　保育士（係長級）

住民福祉部　おじま幼児園　
保育士（係長級）

石 原 知 里 住民福祉部　いび幼児園　保
育士（係長級）

住民福祉部　やまと・きたが
た幼児園　保育士（係長級）

廣　瀬　佳代子 住民福祉部　おじま幼児園　
保育士（係長級）

住民福祉部　いび幼児園　保
育士（係長級）

小 川 恵 子 住民福祉部　揖斐川子育て支
援センター（係長級）

住民福祉部　揖斐川子育て支
援センター（主査級）

新　採　用

鵜 飼 直 輝 総務部　税務課　主事

香 田 悠 真 住民福祉部　住民生活課　主
事

宇佐美　巴　菜 産業建設部　商工観光課　主
事

成 瀬 憲 伸 教育委員会　社会教育課　主
事

高 木 桃 花 住民福祉部　やまと・きたが
た幼児園　保育士（主事級）

渡 邊 佳 純 住民福祉部　きよみず幼児園　
保育士（主事級）

谷　向　里緒奈 住民福祉部　おじま幼児園　保
育士（主事級）

上　野　みゆき 住民福祉部　たにぐみ幼児園　
保育士（主事級）
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令和６年度　揖斐川町行政組織図
部・局 課 室等 担当業務

政策広報課 総合計画、地方創生、ふるさと寄附金、公共交通、広報誌
ホームページ、統計調査、移住定住、地域づくり　など

デジタル推進室 自治体のデジタル化、高度情報化、ネットワーク管理　など

水源地域ビジョン
推進室

公有地化事務、生命の水と森の活動センター事業
電源立地対策交付金、藤橋城、徳山会館　など

土地施設総合管
理室

町有財産（土地・建物・工作物）の総括管理
施設の利活用・除却、財産処分、土地開発基金　など

総　務　部 財　政　課 予算編成、地方交付税、町債、基金、公会計、財政計画
庁舎管理、入札・契約、財産区、情報公開　など

総　務　課 人事給与、職員管理、消防・防災、防犯、防災行政無線
交通安全、地域自治組織、選挙管理員会　など

税　務　課 町県民税・軽自動車税・固定資産税ほか税に関すること
町税の賦課徴収（国民健康保険税の徴収）　など

住民生活課 戸籍など窓口証明、国民健康保険、国民年金、福祉医療
後期高齢者医療、廃棄物処理、リサイクル対策、環境美化　など

町　長 副町長 住民福祉部 健康福祉課 障がい者（児）福祉、高齢者福祉、精神保健福祉、生活保護
民生委員・児童委員、介護保険、地域包括支援センター　など

保健センター 各種健診、予防接種、母子保健、子育て世代包括支援センター
診療所運営、健康づくり、新型コロナ予防接種　など

子育て支援課 児童福祉、児童手当、子育て支援、児童発達支援
幼児園の管理運営、子育て支援センター　など

建　設　課 道路・河川整備、災害復旧、町営住宅、公園管理、建築物申請
都市計画、道路・河川占用、空き家の適正管理　など

産業建設部 上下水道課 上下水道施設の維持管理、水質保全、料金徴収　など

農林振興課 農業振興、農業委員会、畜産振興、土地改良、治山事業
水産業、林道事業、災害復旧　など

森林経営管理室 鳥獣被害防止、林業振興、森林管理、森林計画事業
鳥獣保護・狩猟、ジビエ、木育推進　など

商工観光課 商工業の振興、企業誘致・個業誘致、消費者行政、観光戦略
財団・第三セクター、海外戦略、観光イベント　など

振興事務所 地域振興課 住民票など窓口証明、消防・防災、施設管理
介護保険など各種申請等の受付　など

会計管理者 会　計　課 現金および有価証券の出納・保管に関すること、町内用度
証拠書類の保管　など

教育委員会 教育長 教育部局 学校教育課 学校教育に関すること、通学区域の設置および変更
学校給食に関すること（給食センター）　など

社会教育課 生涯学習、青少年教育、公民館・図書館の管理運営、文化財
文化芸術振興、生涯スポーツ、いびがわマラソン　など

議　会 議会事務局 揖斐川町議会に関すること
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令和６年度犬の登録と狂犬病予防接種集合注射のおしらせ （春日・久瀬・藤橋・坂内地区）
　狂犬病予防法により、飼い犬には、生涯１回の登録と年１回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。揖斐川町
では、次の日程で、犬の登録と狂犬病予防注射を実施しますので、最寄りの会場で受けてください。現在、台帳に登録され
ている飼い主の方には、別途はがきでご案内しますので、当日必ずご持参ください。

■対象犬	 生後91日以上の全ての犬（室内犬、小型犬問わず）
■料　金	 新規登録　１頭あたり　6,200円（新規登録料：3,000円＋注射料金：3,200円）
	 登録済犬　１頭あたり　3,200円（注射代2,650円+注射済票発行手数料550円）
【注意事項】　◎飼い主・住所など登録事項の変更や、犬が死亡したときは、事前に変更届を出してください。
　　　　　　　鑑札・注射済票をお持ちの上、揖斐川町役場住民生活課または各振興事務所地域振興課までお越しください。
　　　　　　◎狂犬病予防注射の会場などでのフンは、飼い主が始末してください。

地域 月　日 実 施 場 所 実 施 時 間

久
　
　
　
瀬

5月21日
（火）

公正公民館前 10：00～10：30
大西精工前（樒平） 10：35～10：45
外津汲集会場前 10：50～11：00
日坂公民館前 11：20～11：35
樫原集会所前（森下・九戸坂） 11：50～12：00
小津公民館前 13：30～14：00
久瀬振興事務所前 14：10～14：30

坂
　
　
内

5月22日
（水）

諸家三叉路 10：00～10：15
坂内生活改善センター前 10：30～10：40
川上集会場前 11：00～11：15
広瀬集会所前 11：30～12：00

藤
橋

5月22日
（水） 藤橋振興事務所駐車場 13：15～13：40

地域 月　日 実 施 場 所 実 施 時 間

春
　
　
　
日

5月23日
（木）

滝集会所付近 10：00～10：15
樫多目的集会所付近 10：20～10：25
上ヶ流製茶工場前 10：30～10：40
下ヶ流多目的集会所前 10：45～11：05
香六班消防車庫前 11：10～11：25
春日公民館前 11：30～11：45
高齢者コミュニティセンター前 12：50～13：15
旧近鉄中山バス停付近 13：25～13：30
揖斐川町ふれあいバス
初若停留所付近 13：40～13：45

揖斐川町ふれあいバス
古屋停留所付近 13：50～13：55

春日振興事務所前 14：10～14：20
※登録者への案内ハガキは、注射日の２週間ほど前に発送します。ハガキの内容をお確かめの上、お越しください。
※動物病院で注射を打つ場合でも、病院にハガキをご持参ください。
【お問い合せ】
　揖斐川町役場 住民生活課　　℡22-2788　　春日振興事務所 地域振興課　℡57-2111　　久瀬振興事務所 地域振興課　℡54-2111
　藤橋振興事務所 地域振興課　℡52-2111　　坂内振興事務所 地域振興課　℡53-2111

  

よ
り
よ
い
川
づ
く
り
の
た
め

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
で
は
、
河

川
整
備
、
河
川
の
利
用
、
河
川
環
境
に
関
す

る
地
域
の
皆
さ
ま
の
要
望
を
十
分
把
握
す
る

と
と
も
に
、
河
川
愛
護
思
想
の
普
及
啓
発
を

図
る
た
め
、
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
を
委
嘱
し

て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
に
つ
い
て
も
、
木
曽
川
上
流

河
川
事
務
所
で
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

■
募
集
期
間

　

５
月
７
日
～
５
月
13
日
ま
で

■
募
集
人
員
　
４
名（
予
定
）

■
応
募
資
格
　

・
20
歳
以
上
で
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所
管

内
の
河
川（
木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
、

牧
田
川
、
杭
瀬
川
、
根
尾
川
）の
近
隣
に

お
住
ま
い
の
方

・�

川
に
接
す
る
機
会
が
多
く
河
川
愛
護
に
関

心
の
あ
る
方

■
手
当
　
未
定

　
（
参
考
令
和
５
年
度
月
額
４
，
５
８
０
円
）

■
委
嘱
期
間　
令
和
６
年
７
月
１
日
か
ら

　

��

令
和
７
年
６
月
30
日
ま
で

　

�（
た
だ
し
、
制
度
改
正
等
に
よ
り
期
間
満

了
以
前
に
委
嘱
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）

問
国
土
交
通
省
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所

　

占
用
調
整
課

　

℡
０
５
８
‒
２
５
１
‒
１
３
２
６

有線型音声告知放送受信機の撤去作業を実施しています
現在、有線型音声告知放送受信機が設置されているすべての世帯と

事業所において、不要になった機器や関連設備の撤去作業を行っています。
撤去作業はテレビの視聴環境によって異なりますが、屋内外での作業

が必要になることから、事前に訪問日時を調整するため右記施工業者
から電話連絡をさせていただきます。
また、長期間不在の世帯や電話が繋がらない世帯につきましては、施

工業者の連絡先を記載した「連絡票」をポストなどに入れておきますの
で、ご覧になった場合にはお手数ですが施工業者までご連絡いただき、
訪問日時の調整をお願いします。
※�有線型音声告知放送受信機からアダプターと乾電池を抜き、電源を
切った状態で施工業者からの連絡を待ってください。

施工業者：
【揖斐川・谷汲】株式会社ニートエレックス
　℡０５２-４４９-７３３３
【春日・久瀬・藤橋・坂内】和光通信株式会社
　℡０５８-２１３-０１００
（※日程調整の連絡は上記の電話番号から
着信があります）
撤去費用：無料

【お問い合せ】デジタル推進室　℡２２-６８７１
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【
令
和
７
年
度
採
用　
統
一
試
験
】

　

揖
斐
川
町
で
は
次
の
と
お
り
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

一
般
行
政（
大
学
・
短
大
卒
業
程
度
）

■
応
募
資
格

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満
30

歳
以
下
の
方
で
、
大
学
・
短
期
大
学
を
卒
業

ま
た
は
令
和
７
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方

一
般
行
政
（
社
会
人
）

■
応
募
資
格

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満
26

歳
以
上
40
歳
以
下
の
方
で
、
通
算
し
て
３
年

以
上
社
会
人
経
験
が
あ
る
方（
ア
ル
バ
イ
ト

は
含
ま
な
い
）

土
木
職

■
応
募
資
格

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満
40

歳
以
下
の
方
で
、
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等

学
校
を
卒
業
ま
た
は
令
和
７
年
３
月
卒
業
見

込
み
の
方（
高
等
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
方

は
対
象
外
）

保
健
師

■
応
募
資
格

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満
30

歳
以
下
の
方
で
、
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
令
和
６
年
度
内
に
資
格
取
得
見

込
み
の
方

保
育
士

■
応
募
資
格

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満
50

歳
以
下
の
方
で
、
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有

し
、
保
育
士
登
録
簿
に
登
録
し
た
方
ま
た
は

令
和
６
年
度
内
に
そ
の
登
録
見
込
み
の
方

 

揖
斐
川
町
職
員
を
募
集
し
ま
す

行
い
ま
す
。

■
支
給
条
件

・�

令
和
６
年
１
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31

日
ま
で
に
婚
姻
届
を
提
出
し
た
夫
婦

・�

住
居
費（
新
築
・
購
入
・
賃
貸
）、
リ
フ
ォ
ー

ム
費
、
引
越
費
に
つ
い
て
令
和
６
年
４
月

１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日
に
支
払
い
を

し
て
い
る

・
婚
姻
日
に
お
い
て
夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下

・
夫
婦
の
合
計
所
得
が
５
０
０
万
円
未
満

・
揖
斐
川
町
に
３
年
以
上
定
住
す
る
こ
と

・�

夫
婦
に
町
税
等
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
納

付
金
の
滞
納
が
な
い
こ
と

※�

そ
の
ほ
か
に
条
件
、
対
象
経
費
、
契
約
時

期
等
に
定
め
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
せ
先
ま
で
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
支
給
上
限

　

夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下　

30
万
円

　

夫
婦
と
も
に
29
歳
以
下　

60
万
円

問
政
策
広
報
課　

℡
２
２
‒
２
１
１
２

  

揖
斐
川
町
第
３
次
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た

　

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
に
基
づ
き
、

町
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
成
果
や
課
題
、
社

会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
令
和
６
年
度
か

ら
５
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
「
揖
斐
川
町

第
３
次
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し

ま
し
た
。

　

男
ら
し
く
女
ら
し
く
で
は
な
く
、
誰
も
が

自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
の

固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
を
な
く
し
、

得
意
な
分
野
で
活
躍
で
き
る
ま
ち
、
そ
し
て

一
人
ひ
と
り
が
責
任
を
持
っ
て
無
理
な
く
役

割
を
担
い
あ
え
る
幸
せ
な
ま
ち
を
目
指
し
、

今
後
も
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
ま
す
。

　

な
お
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
プ
ラ
ン
本
編
や

町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
政
策
広
報
課　

℡
２
２
‒
２
１
１
２

　

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

①
𦙾
永
駅
前
住
宅　
１
戸

・
住　
　

所　
揖
斐
川
町
𦙾
永
６
４
２
番
地
１

・
建
設
年
度　

平
成
２４
年
度

・
耐
火
構
造
５
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

２
台

・
家　
　

賃　

２
６
，
０
０
０
円
～

■
敷　
　
金　
家
賃
の
３
か
月
分

■
入
居
条
件

・�

現
在
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族（
婚
約
者
含
む
）が
あ
る
こ
と
。

・�

市
町
村
民
税
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
納
付

金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・�

家
賃
の
他
に
共
益
費（
下
水
の
使
用
料
・

共
用
部
分
の
電
気
料
な
ど
）が
必
要
で
す
。

・
所
得
条
件
あ
り

※
詳
し
く
は
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間　

　

５
月
１
日（
水
）～
５
月
１５
日（
水
）

※
土
日
祝
日
を
除
く

■
入
居
予
定
日　
６
月
下
旬
を
予
定

②
緑
ヶ
丘
住
宅
、
島
住
宅
お
よ
び
春
日
・
久

瀬
・
藤
橋
・
坂
内
地
域
内
の
各
町
営
住
宅
は
、

随
時
募
集
を
し
て
い
ま
す
。

 

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

■
募
集
人
員

・
一
般
行
政（
大
学
・
短
大
卒
業
程
度
）

�

５
名
程
度

・
一
般
行
政（
社
会
人
）�

３
名
程
度

・
土
木
職�

１
名
程
度

・
保
健
師�

１
名
程
度

・
保
育
士�

２
名
程
度

■
受
付
期
間

　

４
月
25
日（
木
）～
５
月
31
日（
金
）

■
１
次
試
験

・
日
時　

７
月
14
日（
日
）

・
場
所　

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学

　
　
　
　

羽
島
キ
ャ
ン
パ
ス

・
内
容　

教
養
試
験
、
事
務
適
性
検
査
ほ
か

　
　
　
　
「
土
木
職
」
は
専
門
試
験
あ
り

■
１
次
試
験
発
表　
８
月
上
旬（
予
定
）

■
２
次
試
験　
　
　

８
月
下
旬（
予
定
）

・
内
容　

�
個
別
面
接
試
験
、集
団
面
接
試
験
、

論
文
試
験（
予
定
）

■
最
終
合
格
発
表　
９
月
中
旬（
予
定
）

■
応
募
方
法

　

受
付
期
間
中
に
次
の
書
類
を
役
場
総
務
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
試
験
申
込
書（
役
場
総
務
課
備
え
付
け
）

・�

履
歴
書（
Ａ
３
サ
イ
ズ
の
市
販
の
履
歴
書

を
用
い
、
カ
ラ
ー
写
真
を
貼
付
）

・
卒
業（
見
込
）証
明
書

・
有
資
格
者
の
場
合
は
免
許
証
等
の
写
し

問
総
務
課

　

℡
２
２
‒
２
１
１
３

　

少
子
化
対
策
お
よ
び
若
年
層
の
定
住
促
進

を
目
的
に
、
結
婚
新
生
活
支
援
金
の
交
付
を

 

結
婚
新
生
活
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
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※
詳
し
く
は
、窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
建
設
課　

℡
２
２
‒
２
８
０
１

  

倒
壊
な
ど
の
お
そ
れ
が
あ
る
空
家
の

除
却
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　

地
域
の
良
好
な
生
活
環
境
の
保
全
と
住
民

の
安
心
な
暮
ら
し
を
確
保
す
る
た
め
、
老
朽

化
し
て
倒
壊
な
ど
の
お
そ
れ
が
あ
る
危
険
な

空
家
の
除
却
を
行
う
者
に
対
し
、
工
事
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
申
請
者

　

空
家
の
所
有
者
若
し
く
は
相
続
人
ま
た
は

当
該
空
家
が
存
す
る
土
地
の
所
有
者
若
し
く

は
相
続
人
と
す
る
。

■
対
象
と
な
る
空
家

　

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
ま

た
は
そ
れ
に
準
ず
る
地
域
の
自
治
会
か
ら
除

却
要
請
が
あ
る
空
家
の
う
ち
、
次
の
全
て
に

該
当
す
る
空
家
と
す
る
。

①�

国
、
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
独
立
行
政
法

人
等
が
所
有
権
を
有
し
て
い
な
い
も
の
。

②
個
人
が
所
有
す
る
も
の
。

③�

所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
な

い
も
の
ま
た
は
空
家
等
の
除
却
に
つ
い
て

所
有
権
そ
の
他
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意

を
得
て
い
る
も
の
。

④�

管
理
が
行
き
届
い
て
お
ら
ず
、
空
家
で
あ

る
期
間
が
お
お
む
ね
１
年
以
上
の
も
の
。

⑤�

損
壊
等
に
よ
り
、
道
路
や
周
辺
の
家
屋
等

に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
。

⑥�

道
路
改
良
そ
の
他
公
共
事
業
に
よ
る
移
転

ま
た
は
建
替
え
の
補
償
対
象
と
な
っ
て
い

な
い
も
の
。

震
に
強
い
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
木
造
住
宅
の
耐
震
対
策
支
援
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

○
木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業

　
「
耐
震
診
断
」
と
は
建
物
が
持
つ
構
造
状

態
を
評
価
し
、
耐
震
性
能
を
判
定
す
る
こ
と

で
す
。

　

耐
震
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
お
住
ま

い
の
木
造
住
宅
の
耐
震
性
能
を
確
認
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
こ
の
機
会
に
実
施
し
て
み

て
は
い
か
か
で
し
ょ
う
か
。

※
当
事
業
で
は
「
一
般
診
断
法
」
に
よ
る
耐

震
診
断
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
木
造
住
宅　

　

補
助
対
象
と
な
る
住
宅
は
次
の
と
お
り
で

す
。

①�

一
戸
建
て
、
長
屋
お
よ
び
共
同
住
宅（
昭

和
５６
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木

造
住
宅
）

②�

店
舗
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
延
べ
面
積
の

半
分
以
上
が
住
宅
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
も
の

■
申
請
者
の
負
担
額　
無
料

■
受
付
棟
数　
10
棟

■
受
付
開
始
日　
５
月
１
日（
水
）

※�

先
着
順
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

○
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業（
補
強
）

　

前
年
度
ま
で
に
耐
震
診
断
を
実
施
し
、
そ

の
結
果
、「
倒
壊
の
お
そ
れ
あ
り
」
と
さ
れ

た
住
宅
の
補
強
改
修
工
事
を
所
有
者
が
実
施

す
る
に
あ
た
り
、
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る

も
の
で
す
。

■
対
象
と
な
る
改
修
工
事

①��

岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
相
談
士
が
耐
震
改

⑦�

店
舗
、
倉
庫
、
小
屋
、
納
屋
、
公
民
館
、

集
会
施
設
、
神
社
、
寺
院
の
除
却
で
な
い

も
の
。
た
だ
し
、
専
用
住
宅
と
併
設
さ
れ

て
い
る
も
の
は
除
く
。

■
対
象
と
な
る
工
事

①�

補
助
金
の
交
付
決
定
日
の
属
す
る
年
度
の

２
月
末
日
ま
で
に
支
払
い
ま
で
完
了
す
る

も
の
。

②
全
部
を
除
却
す
る
も
の
。

■
対
象
に
な
ら
な
い
工
事

①�

補
助
金
の
交
付
決
定
日
の
前
に
着
工
し
た

も
の
。

②
門
扉
お
よ
び
塀
の
撤
去
に
係
る
も
の
。

③�

他
の
公
的
な
制
度
に
よ
る
補
助
金
等
の
支

給
を
受
け
て
い
る
も
の
。

■
補
助
額
・
上
限
額

①�

補
助
対
象
工
事
費
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
額（
千
円
未
満
切
捨
て
）

②
上
限
50
万
円

■
注
意
事
項

①
工
事
着
工
前
に
申
請
す
る
こ
と
。

②�

施
工
業
者
は
、
建
設
業
法
第
３
条
に
規
定

す
る
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
解
体

工
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
業
者
に
限

る
。

■
受
付
開
始　
５
月
１
日（
水
）

※
受
付
件
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

補
助
に
あ
た
り
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
建
設
課　

℡
２
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木
造
住
宅
の
耐
震
対
策
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す

　

今
後
起
こ
り
得
る
地
震
災
害
に
備
え
、
地

修
に
関
す
る
設
計
お
よ
び
工
事
監
理
を
実

施
す
る
工
事
。

②�

改
修
工
事
に
よ
っ
て
建
物
評
点
が
一
定
以

上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
工
事
。

　

た
だ
し
、
町
承
諾
後
の
着
工
で
事
業
年
度

内
に
工
事
が
終
了
し
、
支
払
い
完
了
で
き
る

こ
と
。

■
補
助
金
額　

　

対
象
工
事
費
の
最
大
61
・
５
％（
最
大

２
０
１
万
９
千
円
。
改
修
の
方
法
に
よ
り
、

補
助
金
額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。）

■
受
付
開
始
日　
５
月
１
日（
水
）

※
受
付
件
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
に
あ
た
り
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業（
除
却
）

　

前
年
度
ま
で
に
耐
震
診
断
を
実
施
し
、
そ

の
結
果
、「
倒
壊
の
お
そ
れ
あ
り
」
と
さ
れ

た
現
に
居
住
し
て
い
る
一
戸
建
て
住
宅
の
除

却
工
事
を
所
有
者
が
実
施
す
る
に
あ
た
り
、

経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

■
対
象
と
な
る
除
却
工
事

　

除
却
工
事
費

　
　
（
除
却
設
計
・
工
事
監
理
費
含
む
。）

　

た
だ
し
、
町
承
諾
後
の
着
工
で
事
業
年
度

内
に
工
事
が
終
了
し
、
支
払
い
完
了
で
き
る

こ
と
。

■
補
助
金
額　

　

対
象
工
事
費
の
23
％（
最
大
83
万
８
千
円
）

■
受
付
開
始
日　
５
月
１
日（
水
）

※
受
付
件
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
に
あ
た
り
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
建
設
課　

℡
２
２
‒
２
８
０
１
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問
岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所

℡
０
５
８

－

２
７
９

－

３
７
８
１

  

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す

○
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
補
助
事
業

　

老
朽
化
や
劣
化
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
は
、

地
震
等
に
よ
り
倒
壊
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。倒
壊
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

撤
去
費
用
に
つ
い
て
補
助
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

■
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど　

①�

国
・
県
道
お
よ
び
町
管
理
道
路（
通
学
路
を

含
む
）に
接
し
て
い
る
こ
と

②�
道
路
地
盤
面
か
ら
高
さ
60
㎝
以
上
で
あ
る

こ
と

※�

私
道
お
よ
び
民
地
境
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
は

対
象
外

■
補
助
対
象
の
工
事

①�

道
路
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
を
40
㎝
以
下
に

切
り
下
げ
る
、
も
し
く
は
撤
去
す
る
工
事

※�

原
則
、
同
一
敷
地
内
の
道
路
に
接
面
す

る
場
所
に
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
は
全
て

工
事
対
象
と
す
る
こ
と

②�

前
面
道
路
が
建
築
基
準
法
第
42
条
第
２
項

に
該
当
す
る
場
合
は
後
退
範
囲
内
に
お
い

て
全
撤
去
と
す
る

■
補
助
額
・
上
限
額　

①
補
助
対
象
事
業
費
の
２
分
の
１

②
上
限
10
万
円

■
注
意
事
項　

①�

補
助
し
た
同
一
敷
地
内
の
道
路
に
接
面
す

る
場
所
に
再
度
災
害
に
つ
な
が
る
恐
れ
の

あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
設
置
し
な
い
こ
と

②
工
事
着
工
前
に
申
請
す
る
こ
と

③�

施
工
業
者
は
、
建
設
業
法
第
３
条
第
１
項

の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
に
限
る

※
受
付
件
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
に
あ
た
り
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
建
設
課　

℡
２
２

－

２
８
０
１

 

揖
斐
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
投
資
・
副
業
詐
欺
が
多
発
！

「
簡
単
に
稼
げ
る
」
そ
ん
な
う
ま
い
話
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で「
簡
単
に
稼
げ
る
」「
利
益

が
出
ま
す
」
と
い
う
広
告
な
ど
を
目
に
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

初
め
の
う
ち
は
儲
か
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
後
か
ら
出
金
の
た
め
に
多
額
の

手
数
料
や
高
額
な
副
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
購
入

を
求
め
ら
れ
、
結
果
的
に
大
損
し
、
騙
さ
れ

る
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
簡
単
に
稼
げ
る
」「
利
益
が
出
ま
す
」
と

い
っ
た
甘
い
言
葉
に
は
要
注
意
で
す
。

不
安
を
感
じ
た
ら
警
察
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

・�

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
ら
な
い
人
と
の
お
金
の
話
を

し
な
い

・�「
簡
単
に
稼
げ
る
」「
も
う
か
る
」
こ
と
を

強
調
す
る
広
告
や
ラ
ン
キ
ン
グ
サ
イ
ト
等

を
鵜
呑
み
に
し
な
い

・�

作
業
内
容
や
利
益
が
出
る
仕
組
み
が
よ
く

わ
か
ら
な
け
れ
ば
契
約
し
な
い

問
揖
斐
警
察
署　

℡
２
３

－

０
１
１
０

寿
長
ご

さ
ん

3
月
の

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を

受
け
ら
れ
、
長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長

生
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

浮
うき

須
す

 
さち

子
こ

さん
95歳（三輪）

髙
たか

橋
はし

 しげ子
こ

さん
95歳（春日美束）

※�

次
の
方
は
お
名
前
の
み
掲
載
さ
せ
て

　

い
た
だ
き
ま
す
。

御み

田た

村む
ら 

もも

もゝ

ゑえ 

さ
ん （
新
宮
）１
０
０
歳

 

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
よ
り
お
知
ら
せ

■
秋
か
ら
の
剪
定
予
約
受
付
開
始

　

９
月
か
ら
の
剪
定
作
業
の
予
約
受
付
を
、

５
月
15
日（
水
）よ
り
開
始
し
ま
す
。
年
内
に

実
施
可
能
な
件
数
は
１
０
０
件
程
度
で
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
尚
、
作
業
月
の
指
定
、
会
員
の
指
名

は
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
８
月
ま
で
の
剪
定
に
つ
い
て
は
、
随
時

受
付
し
て
い
ま
す
。

■
お
仕
事
の
受
付

　

自
分
で
は
無
理
だ
が
プ
ロ
に
頼
む
ま
で
も

な
い
仕
事
な
ど
、
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
ら
、ま
ず
は
お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊
草
刈
り
・
草
取
り　
　

＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り　
　
　

＊
庭
木
剪
定

＊
資
源
ゴ
ミ
等
の
分
別　
　
　

＊
病
院
等
の
付
き
添
い　
　

＊�

家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
買
い

物
、
片
付
け
な
ど
）　

＊
軽
作
業　
　

＊
社
内
清
掃　

　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
会
員
募
集

令
和
６
年
度
の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
60
歳
以
上
で
就
業
の
機
会
を
お
探
し
の

方
は
、
お
気
軽
に
『
事
業
お
よ
び
入
会
説
明

会
』
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

《
今
月
の
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会
》

　

５
月
７
日（
火
）、
21
日（
火
）　

　

午
前
10
時
開
始（
約
１
時
間
）

※
要
予
約

問（
公
社
）揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
２
３

－

０
９
０
７

 

岐
阜
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
５
月
31

日（
金
）で
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

詳
し
く
は
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通

知
書（
５
月
７
日
発
送
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。




